
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
壁面に装着される取着部と、ベッド部の後側端部と当該後側端部に枢着した被取着腕部と
の間にあって、ベッド部に被取着腕部を平伏重装状態となるように付勢する付勢手段が連
装されてなるベッド構成体とからなり、前記の取着部に設けた係止部には、上記ベッド構
成体の被取着腕部に設けた被係止部を係止すると共に、前記被取着腕部に螺嵌した調高螺
子を重装して、当該調高螺子の下端部を取着部の受承部に押当自在とすることにより、こ
の調高螺子の螺回操作によって取着部に対する被取着腕部の高さを調整自在となし、これ
によって前記付勢手段によりベッド部が壁面に添装の不使用起立状態と、当該ベッド部が
前方へ回動降下して壁面に直交状配置となる使用横臥状態とが保持自在となるようにした
ことを特徴とする収納式幼児用ベッド。
【請求項２】
壁面に装着される取着部と、ベッド部の後側端部と当該後側端部に枢着した被取着腕部と
の間にあって、ベッド部に被取着腕部を平伏重装状態となるように付勢する付勢手段が連
装されてなるベッド構成体とからなり、前記の取着部における押当縦板に係嵌間隙を介し
て上向に突出した係止舌片を設けてなる係止部には、上記ベッド構成体の被取着腕部にお
ける被押当縦板に係止用口が開設された被係止部を嵌入係止することで、当該被押当縦板
を前記の押当縦板に押当させると共に、前記被取着腕部の上位横向板部に螺嵌した調高螺
子を縦装して、当該調高螺子の下端部を、取着部の押当縦板から突設され、被取着腕部の
被押当縦板に開設した挿通口から前方へ挿通されて延出の受承部にあって、その落動阻止
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起立部付きである受承板に押当自在とすることにより、この調高螺子の螺回操作によって
取着部に対する被取着腕部の高さを調整自在となし、これによって前記付勢手段によりベ
ッド部が壁面に添装の不使用起立状態と、当該ベッド部が前方へ回動降下して壁面に直交
状配置となる使用横臥状態とが保持自在となるようにしたことを特徴とする収納式幼児用
ベッド。
【請求項３】
壁面に装着される取着部と、ベッド部の後側端部と当該後側端部に枢着した被取着腕部と
の間にあって、ベッド部に被取着腕部を平伏重装状態となるように付勢する付勢手段が連
装されてなるベッド構成体とからなり、上記付勢手段はベッド部の後側端部に固設した摺
接体と、当該摺接体と摺動自在に押当する摺動子と、この摺動子が摺動自在に内嵌されて
いる前記の被取着腕部に設けられた案内筒と、当該摺動子と案内筒の上位止部間に収納し
た弾性体とからなり、ベッド部が壁面に添装の不使用起立状態では、弾性体により弾圧の
摺動子が案内筒の下端口から突出状態にて前記の摺接体に押当し、ベッド部が前方へ回動
降下して壁面に直交状配置となる使用横臥状態にあっては、摺接体により押圧された摺動
子によって弾性体が圧縮状態となるよう構成され、前記の取着部に設けた係止部には、上
記ベッド構成体の被取着腕部に設けた被係止部を係止すると共に、前記被取着腕部に螺嵌
した調高螺子を縦装して、当該調高螺子の下端部を取着部の受承部に押当自在とすること
により、この調高螺子の螺回操作によって取着部に対する被取着腕部の高さを調整自在と
なし、これによって前記付勢手段によりベッド部が壁面に添装の不使用起立状態と、当該
ベッド部が前方へ回動降下して壁面に直交状配置となる使用横臥状態とが保持自在となる
ようにしたことを特徴とする収納式幼児用ベッド。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は公共施設等の洗面所などにあって、その壁面に起立状態で設置されたベッド部を
、必要に応じ前倒しにして横臥状態とした後、当該ベッド部上にあって乳幼児のおむつ交
換等の用に供する収納式幼児用ベッドに関する。
【０００２】
【従来の技術】
収納式幼児用ベッドとしては、既に各種のものが開示されているが、これらは図７に例示
（実用新案登録第２５８２３９３号公報）の如く、壁面Ｗに取着したベース部ａと、その
下端部ｂにヒンジｃを介して上下方向へ回動自在なるよう枢支したベッド部ｄとを具備し
ていると共に、当該ベッド部ｄの後側端部と、上記ベース部ａに固設の枢支ブラケットｅ
との間に、ガススプリングｆなどによる付勢手段を夫々の枢支部ｇ、ｈによって連枢する
よう構成されている。
そして、上記ガススプリングｆは、ベッド部ｄが実線で示した使用横臥状態Ｘから、仮想
線で示す不使用起立状態Ｙ方向に付勢するよう設けられ、かくしてベッド部ｄは当該不使
用起立状態Ｙで保持されており、これを矢印Ｒ方向へ引き下すことで緩除に回動降下し、
ベッド部ｄがベース部ａの図示されていないストッパに衝当することで、当該ベッド部ｄ
が前記の使用横臥状態で停止することになる。
さらにおむつの交換などが終われば、ベッド部ｄを矢印Ｒの反対方向へ回動上昇させるよ
うにすることで、この際ガススプリングｆにより軽い力で当該ベッド部ｄを不使用起立状
態に復動させ得ると共に、この状態が保持されることとなる。
【０００３】
また上記の従来例によるときは、壁面Ｗに対する取り付け工事が終われば、使用横臥状態
Ｘにおけるベッド部ｄの高さは固定化されてしまうことから、当該高さを上下動したい要
請があっても、これを満足させるためには当該収納式幼児用ベッドを壁面Ｗから一旦取り
外し、別途これを新規に取り付けなければならず、そのためには大変な労力を費やさねば
ならないこととなる。
【０００４】
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【発明が解決しようとする課題】
従来の収納式幼児用ベッドによるときは、上記のように構成され、そのベッド部ｄとベー
ス部ａとはヒンジｃで枢支され、かつ当該両者ｄ、ａはガススプリングｆによって連枢さ
れていることから、これを壁面Ｗにボルト、ナット、締着螺子などによって取着する際に
は、可成りの重量を有する当該収納式幼児用ベッドを持ち上げ状態にして保持し、しかも
ベッド部とヒンジ部ｃとはガススプリングｆの付勢力に抗して、引き離しの状態に保持し
ておかねばならない。
このため、上記の取り付け工事に難渋することとなり、多大の労力を費やさねばならない
だけでなく、工事に可成りの時間を要し、またその取り外し工事を行う場合にも、これま
た可成りの労力と時間をかけねばならない。
さらに前記の通り、ベッド部の自由な調高が不能な構成であることから、調高のためには
収納式幼児用ベッドを取り外して、付け直さねばならない欠陥を有している。
【０００５】
本発明は上記従来の難点に鑑み検討されたもので請求項１によるときは、壁面に対して軽
量小型な取着部だけを取着するだけで事が足り、一方ベッド部とこれに枢着した被取着腕
部と、当該両部間に連枢した任意の付勢手段とによってベッド構成体を形成しておき、前
記取着部に設けられた係止部に、被取着腕部に設けられている被係止部を係止するだけの
操作によって、ベッド構成体の取着部への装着を完了可能とし、収納式幼児用ベッドを極
めて迅速にしてかつ容易な労力だけで当該施工工事を行い得るようにするのが、第１の目
的である。
【０００６】
さらに上記請求項１にあっては、被取着部の調高螺子を螺回操作することで取着部の受承
部に上記調高螺子を押当させることで、被取着腕部の昇降調整動を可能とし、これにより
ベッド部の高さを所望の位置に調整可能とし、もって取着部の位置が多少不本意な状態で
あっても、ベッド部を最も望ましい高さに簡易な操作だけで迅速に調整できるようにする
のが第２の目的である。
【０００７】
そして請求項２の場合には、請求項１の係止部を取着部の押当縦板から上向きに離間突設
した係止舌片により形成すると共に、請求項１の被係止部はベッド構成体の被取着腕部に
おける被押当縦板に係止用口を開設し、当該係止用口に係止舌片を嵌入して係止すること
により、上記の被押当縦板と押当縦板とを押当させるように構成することで、収納式幼児
用ベッドを、より迅速確実に取り付け得るようにしようとしている。
【０００８】
さらに請求項２にあっては、請求項１におけるベッド部の調高構成に関して、被取着腕部
の上位横向板部に調高螺子を螺合しておき、取着部から突設した落動阻止起立部付きであ
る受承板を、被取着腕部の被押当縦板に設けた挿通口から延出させ、当該受承板に対して
上記の調高螺子を押当自在とすることで被取着腕部の高さを加減できるようにすると共に
、調高螺子が落動阻止起立部により、不本意に脱落しないようにし、かくて、請求項１に
おける前記の調高目的を簡易迅速にしてかつ安全な操作によって達成し得るようにしてい
る。
【０００９】
さらに請求項４によるときは、請求項１のベッド構成体におけるベッド部と被取着腕部と
の間に設けられた付勢手段について、単なるスプリングによる場合の耐久性とか安定な作
動性の確保についての改善を図り、またガススプリングが高価となる欠陥を解消するため
に、被取着腕部に設けた案内筒に内装の弾性体により、摺動子が案内筒から突出自在とし
、この摺動子がベッド部の後側端部に設けた受承体に押当するよう構成したものを用いる
ようにしている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記の目的を達成するため請求項１によるときは壁面に装着される取着部と、
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ベッド部の後側端部と当該後側端部に枢着した被取着腕部との間にあって、ベッド部に被
取着腕部を平伏重装状態となるように付勢する付勢手段が連装されてなるベッド構成体と
からなり、前記の取着部に設けた係止部には、上記ベッド構成体の被取着腕部に設けた被
係止部を係止すると共に、前記被取着腕部に螺嵌した調高螺子を重装して、当該調高螺子
の下端部を取着部の受承部に押当自在とすることにより、この調高螺子の螺回操作によっ
て取着部に対する被取着腕部の高さを調整自在となし、これによって前記付勢手段により
ベッド部が壁面に添装の不使用起立状態と、当該ベッド部が前方へ回動降下して壁面に直
交状配置となる使用横臥状態とが保持自在となるようにしたことを特徴とする収納式幼児
用ベッドを提供しようとしている。
【００１１】
次に請求項２によるときは、上記した請求項１にあって第１にその係止部と被係止部との
構成を特定化しており、取着部における押当縦板に係嵌間隙を介して上向に突出した係止
舌片を設けてなる係止部には、上記ベッド構成体の被取着腕部における被押当縦板に係止
用口が開設された被係止部を嵌入係止することで、当該被押当縦板を前記の押当縦板に押
当させ得るようにしている。
さらに請求項１におけるベッド構成体の調高機構に関し、これを特定化しており、前記被
取着腕部の上位横向板部に螺嵌した調高螺子を縦装して、当該調高螺子の下端部を、取着
部の押当縦板から突設され、被取着腕部の被押当縦板に開設した挿通口から前方へ挿通さ
れて延出の受承部にあって、その落動阻止起立部付きである受承板に押当自在とすること
により、この調高螺子の螺回操作によって取着部に対する被取着腕部の高さを調整自在と
していることを、その内容としている。
【００１２】
さらに請求項３にあっては、前記の請求項１における付勢手段についてその構成を特定化
しており、ベッド部の後側端部に固設した受承体と、当該受承体と摺動自在に押当する摺
動子と、この摺動子が摺動自在に内嵌されている前記の被取着腕部に設けられた案内筒と
、当該摺動子と案内筒の上位止部間に収納した弾性体とからなり、ベッド部が壁面に添装
の不使用起立状態では、弾性体により弾圧の摺動子が案内筒の下端口から突出状態にて前
記の受承体に押当し、ベッド部が前方へ回動降下して壁面に直交状配置となる使用横臥状
態にあっては、受承体により押圧された摺動子によって弾性体が圧縮状態となるよう構成
されていることを、その内容としている。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明を図１ないし図７によって以下詳記すると、請求項１にあっては壁面Ｗに装着され
る取着部１とこの取着部１に係止可能としたベッド構成体２とからなっている。
ここで上記取着部１には、図５（Ａ）の壁面Ｗへの取着状態における正面図に例示されて
いる通り、所要数の係止部１ａ、１ｂと前方へ向けて横向突設された受承部１ｃが設けら
れており、もちろん図１、図６に開示の如く壁面Ｗから突設した取着螺杆１ｄやナット１
ｅ、そして締着螺子１ｆなどを用いることで壁面Ｗにしっかりと固定することになり、当
該取着部１は比較的軽量小型のものであるから、簡易迅速な取着工事が可能となる。
【００１４】
次に前記のベッド構成体２につき説示すると、これは図１ないし図７によって理解される
通り、ベッド部３と被取着腕部４と付勢手段５とによって構成されている。ベッド部３の
後側後端部３ａにあって、壁面Ｗと平行に固設の横向軸杆３ｂには、被取着腕部４の基端
部４ａが、ベッド部３に対して略９０°だけ回動自在なるよう軸承されている。さらにベ
ッド部３の後側端部３ａと被取着腕部４との間には、図１（Ａ）、図４の通り被取着腕部
４がベッド部３に対して、平伏重装状態となるように付勢する付勢手段５が連装されてい
る。
【００１５】
ここで上記付勢手段５としては、後に請求項３について説示する特殊な構成のものを採択
してもよいが、前説の如く単なるスプリングを用いたりガススプリングを採択することも
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できる。
かくして、当該請求項１にあっては上記した付勢手段５によって、ベッド部３が壁面Ｗに
添装の図１（Ａ）の如き不使用起立状態Ｙを保持し得ると共に、当該ベッド部３が前方へ
矢印Ｒのように横向軸杆３ｂを中心として回動降下して、壁面Ｗに直交状配置となる使用
横臥状態Ｘを保持することができる。
そして図示例では、上記の使用横臥状態Ｘを保持するため、ベッド部３の後側端部３ａに
あって突設のストッパ部３ｃに、被取着腕部４の下端縁４ｂが衝当するよう構成されてい
る。
【００１６】
さらに、上記被取着腕部４には被係止部４Ａが設けられており、図１、図３、図４等に例
示のものは、下位配置にて係止用口４ｃを被押当縦板４ｅに開設することで、当該係止用
口４ｃの上縁板部に被係止部４Ａとしての役割をもたせるようにしている。
そして当該請求項１では前記した取着部１における受承部１ｃに対応して、被取着腕部４
に螺嵌した調高螺子４ｄを縦装しておくのであり、この調高螺子４ｄの下端部を上記受承
部１ｃに押当自在とすることにより、当該調高螺子４ｄの螺回操作によって取着部１に対
する被取着腕部４、従ってベッド部３の高さを調整自在なるよう構成するのである。かく
して取着部１の取着高さが適切でない場合にあっても、調高螺子４ｄの螺回操作によって
、ベッド部３を使い勝手のよい所要高さに調整することが可能となる。
すなわち、請求項１による収納式幼児用ベッドによるときは、図７のように先ず軽量小形
な取着部１を壁面Ｗに取着したならば、次にベッド構成体２を図示の如き折り畳みの立装
状態のままで、仮想線Ｌのように操作し、係止用口４ｃに前記した係止部１ａ、１ｂを挿
通降下させるだけで、係止部１ａ、１ｂに対して被係止部４Ａが係止されることになり、
従って簡易迅速に図１（Ａ）の如き使用可能状態とすることができる。
しかも当該発明では、前記した調高螺子４ｄを所望の用具により回動させることによって
、ベッド部３の高をも適宜に変更できるので、わざわざ取着部１の取着位置を変更するこ
となしに、使い易いベッド部３の高さを容易、かつ適宜に調整することが可能となる。
【００１７】
次に請求項２に係る収納式幼児用ベッドによるときは、係止部１ａ、１ｂと被係止部４Ａ
との係止構成において、請求項１の内容を以下のように特定化している。
先ず前記した取着部１における押当縦板１ｇに対し、係嵌間隙１ｈを介して上向きに係止
舌片としての係止部１ａ、１ｂが図示例では下位側にあって突設されており、さらにベッ
ド構成体２の被取着腕部４における被押当縦板４ｅに、前説の係止用口４ｃが開設される
ことで被係止部４Ａを構成し、前記の係止部１ａ、１ｂに被係止部４Ａを係止することに
よって、被押当縦板４ｅを押当縦板１ｇに対して押当させ得るようにするのである。
【００１８】
ここで、さらに図５を参照して詳記すると、ここに例示の取着部１は、上下に横向立上縁
部１ｉを設けた横向取着板１ｊと、その左右両端にあって直交状に固着した前記の押当縦
板１ｇとを具備している。この押当縦板１ｇの左右には、これまた前方へ立ち上げた縦向
立上縁部１ｋが設けられている。
前説の係止部１ａ、１ｂである係止舌片は、何れも押当縦板１ｇから切り出して曲折する
ことにより形成されていると共に、当該係止舌片は上方に向けて壁面Ｗから離反する方向
で延出されている。
従って前記の係嵌間隙１ｈが下向きに鋭角状となっていることから、前説の如く係止部１
ａ、１ｂに被係止部４Ａを係止する際、係嵌させ易く、しかも係止状態では前後の方向へ
のがたつきがない係止状態を保有し得ることになる。
【００１９】
ここで図示例である受承部１ｃにあっては、前記した取着部１における押当縦板１ｇの上
位側から突設されている受承板１ｍと、その前方側から曲成立設の落動阻止起立部１ｎと
により鉤状に形成されており、一方被取着腕部４における前記の被押当縦板４ｅに開口し
た挿通口４ｆから、当該受承部１ｃを前方へ挿通することで、被取着腕部４の上位横向板
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部４ｇに螺嵌した前記調整螺子４ｄの下端部を上記の受承板１ｍに押当することとなる。
従って請求項２によるときは、請求項１の如く調整螺子４ｄの操作でベッド部３の高さを
調整できるだけでなく、取着部１に対してベッド構成体２を係止させた際、調高螺子４ｄ
が受承板１ｍから不本意に離脱してしまうといったことなく、その安全性が向上すること
となる。
【００２０】
なお、上記の安全性をさらに高めると共に、ベッド構成体２の不本意な動きを阻止する必
要があれば、図１のように、押当縦板１ｇに対して被押当縦板４ｅを止螺子４ｈによって
螺止させるようにしてもよい。
また図６に例示されている通り上記の受承板１ｍの上面にあって、調整螺子４ｄの下端部
が嵌合する環状等による横振れ防止突部４ｉを突設しておき、これにより調整螺子４ｄが
不本意に押動することを阻止するようにしておくこともできる。
【００２１】
また、上記した係止状態にあって図示例では、取着部１の縦向立上縁部１ｋ間にあって、
被取着腕部４の被押当縦板４ｅにおける左右から、図３に明示の如く前方へ突設した係嵌
用縦向立上縁部４ｊが嵌合当接することで、取着部１に対するベッド構成体２の不本意な
横振れが阻止されるようにしている。ここで図２ないし図４では、図１、図７に開示され
ているベッド部３の床板部３ｄが取り外された状態を示しており、図２ないし図４の３ｅ
はベッド部３のリブ、３ｆは上記床板部３ｄを固定するためのビス止め螺孔、３ｇは横向
軸杆３ｂの両端を固設するためベッド部３の後側端部３ａに固設した軸承固定部を示す。
【００２２】
さらに請求項３について以下説示すると、ここでは前記の請求項１における付勢手段５に
つき特異構成のものが採択されている。
図１ないし図４を参照して、その付勢手段５はベッド部３の後側端部３ａに固設されてい
る摺接体３ｈと、この摺接体３ｈに対して摺動自在なるよう押当している摺動子５ａと、
この摺動子５ａが摺動自在なるよう内嵌されている前記被取着腕部４に設けられた案内筒
５ｂと、同上摺動子５ａと案内筒５ｂの上位止部５ｃとの間にあって収納されているコイ
ルスプリング等による弾性体５ｄとによって構成されている。
そして図１（Ａ）の如くベッド部３が壁面Ｗに添装されている不使用起立状態Ｙでは、上
記弾性体５ｄによって弾圧されることとなる摺動子５ａが、案内筒５ｂの下端口５ｅから
可成りの長さで突出状態となって上記の摺接体３ｈに押当している。そして前説の如くベ
ッド部３が矢印Ｒのように前方へ回動降下させることで、壁面Ｗに直交状配置状態となる
使用横臥状態Ｘとなれば、摺接体３ｈの回動変移により案内筒５ｂ内へ押し込まれた摺動
子５ａによって、弾性体５ｄが図１（Ｂ）の如く可成りの圧縮状態となるよう構成されて
いる。
【００２３】
さらに上記の付勢手段５について、図示例につき詳記すると、前記の摺接体３ｈは図１、
図３、図４により理解されるように、ストッパ部３ｃの形成された曲板部３ｉが、ビス３
ｊにより後側端部３ａにあって固設され、この曲板部３ｉにおいて横向軸杆３ｂと平行状
態となるよう突設されているのであり、当該摺接体３ｈには前記摺動子５ａの先端が押当
する外周弧面３ｋが形成されている。
そして上記の摺動子５ａは合成樹脂製で角棒状に形成され、これが角パイプ状の案内筒５
ｂに出入り自在なるよう嵌装されており、さらに案内筒５ｂから摺動子５ａが無制限に延
出することのないように、図１ないし図４によって理解できる通り、案内筒５ｂに穿設し
た左右一対の案内溝孔５ｆに、摺動子５ａから突設した各案内止螺杆５ｇが嵌装されてい
る。
【００２４】
従って、図１（Ａ）のようにベッド部３が不使用起立状態Ｙにあるときは、摺動子５ａが
案内筒５ｂの下端口５ｅから突出しているが、この際上記した案内止螺杆５ｇが案内溝孔
５ｆの下端縁に係当し、この結果摺動子５ａは案内筒５ｂから抜出しないというだけでな
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く、摺動子５ａの先端が摺接体３ｈに、弾性体５ｄによる弾発力を付加することがないこ
とから、上記不使用起立状態Ｙから矢印Ｒ方向へベッド構成体２を回動降下させる場合、
当初から弾性体５ｄによる弾発力を受けることなく、従って当該初動操作が行い易くなっ
ている。
そして、上記の回動降下操作が進行するにつれて、摺接体３ｈが弾性体５ｄの弾発力に抗
して、摺動子５ａを案内筒５ｂ内へ押し込んで行き、次第にベッド構成体２による回転モ
ーメントが大となって行くことで、ベッド部３が使用横臥状態Ｘへ向けて下降して行き、
ベッド部３に幼児が乗せられて荷重が加えられても、前記した通りストッパ部３ｃが下端
縁４ｂに衝当することで、それ以上の降下は停止される。
【００２５】
上記の請求項４に係る付勢手段５を採択するようにすれば、これに単なるコイルスプリン
グを用いる場合よりも、ベッド部３と被取着腕部４とによるベルト構成体２の連枢構成が
組み立て易く、かつその耐久性をも向上でき、またガススプリングによる付勢手段よりも
安価に提供することが可能となる。
なお当然のことながら図１にあって仮想線により示されている通り、商品としては別途合
成樹脂製等によるカバー６を用意し、これをヘッド構成体２における被取着腕部４の外側
へ配装した後、図５に示されている取着部１の押当縦板１ｇに穿設した壁面用取着用孔１
ｐから延出した前記取着螺杆１ｄを利用するなどの手段によってカバー６を固定するよう
にし、かくして、上記被着腕部４と壁面Ｗに固定された取着部１とを当該カバー６によっ
て隠蔽してしまうことになる。
【００２６】
【発明の効果】
本発明は以上のようにして構成されているから、請求項１によるときは前記従来の収納式
幼児用ベッドのように、これを壁面に取着しようとする場合ベース部とベッド部との間に
ガススプリングを連枢して一体に構成したものを、持ち上げてベース部の壁面に対する取
着作業を行うようにしていたことによる作業性の悪さに比し、壁面に対して軽量小形な取
着部だけを取着してしまった後、ベッド部とこれに取着の被取着腕部との間に付勢手段を
連枢してなるベッド構成体を、単に係止してやるだけの作業で、収納式幼児用ベッドを取
り付けて使用し得るようにしたので、簡易にして迅速な取着作業により使用に供すること
ができ、またこれを取り外す必要のある場合にも、極めて容易な作業により、その目的を
達し得ることとなる。
【００２７】
さらに当該請求項１にあっては、上記のような取着部に対するベッド構成体の係止だけで
なく、当該係止状態にて調高螺子を螺回することで取着部に対しベッド構成体を上下動自
在に調高できるようにしたので、ベッド部を最適な高さに簡易迅速な操作で調整すること
ができ、その使い勝手を改善することが可能となる。
【００２８】
次に請求項２によるときは、上記請求項１における係合部と被係合部との係止構成を、係
合舌片と係止用口との嵌入係止により、押当縦板に対し被押当縦板が押当するようにした
ので、係止作業が行い易く、かつ係止後の取着部に対するベッド構成体の安定度が良好と
なり、しかも調高手段としてもベッド構成体の上位横向板部に螺合の調高螺子を、落動阻
止起立部付きの受承板に押当するようにしたので、不本意にベッド構成体が取着部から離
脱するといった心配がなくなり、請求項１における調高作業を、より安全に行うことがで
きる。
さらに請求項３にあっては請求項１の効果に加えて、当該請求項１における付勢手段とし
て、ベッド部における摺接体に対し、弾性体により案内筒から出入自在な摺動子を弾圧接
合させるようにしたので、単なるスプリングによる付勢手段よりも耐久性と故障発生の虞
を改善でき、ガススプリングに比し安価にして、かつ組み付け作業も容易なものを提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明に係る収納式幼児用ベッドの壁面取着状態を示し、（Ａ）はその不使用起
立状態における一部切欠の縦断側面図で、（Ｂ）は使用横臥状態における一部切欠の縦断
側面図である。
【図２】上記収納式幼児用ベッドにおけるベッド構成部の床板部を除去し、被取着部腕部
を付勢手段の付勢力に抗してベッド部に対し起立状態とした場合の一部を切欠した平面図
である。
【図３】図２におけるＡ－Ａ線横断矢視図である。
【図４】同上収納式幼児用ベッドにおけるベッド構成部の床板部を除去し、付勢手段によ
り被取着部が平伏重装状態にある場合の一部を切欠した平面図である。
【図５】本発明における一構成部材としての取着部を示し、その一部を切欠した壁面押し
当て状態における正面図である。
【図６】図１（Ａ）における収納式幼児用ベッドの一種例を示した上位箇所の一部切欠縦
断側面図である。
【図７】本発明における壁面に取着した取着部にベッド構成体を係止する以前における縦
断側面図である。
【図８】従来の収納式幼児用ベッドの一例を示した壁面取着状態を示す側面略示説明図で
ある。
【符号の説明】
１　　取着部
１ａ　係止部
１ｂ　係止部
１ｃ　受承部
１ｇ　押当縦板
１ｈ　係嵌間隙
１ｍ　受承板
１ｎ　落動阻止起立部
２　　ベッド構成体
３　　ベッド部
３ａ　後側端部
３ｈ　摺接体
４　　被取着腕部
４Ａ　被係止部
４ｃ　係止用口
４ｄ　調整螺子
４ｅ　被押当縦板
４ｆ　挿通口
４ｇ　上位横向板部
５　　付勢手段
５ａ　摺動子
５ｂ　案内筒
５ｃ　上位止部
５ｄ　弾性体
５ｅ　下端口
Ｗ　　壁面
Ｘ　　使用横臥状態
Ｙ　　不使用起立状態
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

(10) JP 3602016 B2 2004.12.15



フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              A47D  7/00
              A47D  7/04

(11) JP 3602016 B2 2004.12.15


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

